
第２０回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日及び場所 

（１）開催期日  令和７年７月１８日（金） 

（２）開会時刻  １５時００分 

（３）閉会時刻  １５時４５分 

（４）開催場所  津和野町役場 本庁舎 第 5・第 6 会議室 

 

２．出席状況 

（１）出席委員 

〇農業委員 

 １番委員 吉田 茂    ２番委員 森元 健一   ３番委員 永田 京子    

４番委員 三家本 雅夫  ５番委員 有田 和将   ６番委員 岩本 学    

８番委員 前田 生敏   ９番委員 青木 暢大  １０番委員 田中 聖司   

１１番委員 林  靖登   

〇農地利用最適化推進委員 

1-1 番委員 村上 嚴雄   1-2 番委員 藤井 隆一   1-3 番委員 石橋 康邦  

1-5 番委員 御手洗 剛   1-6 番委員 橋本 六雄   1-7 番委員 木村 大輔  

1-8 番委員 増成 孔也   1-9 番委員 齋藤 ミサ子  １-10 番委員 山田 喜治 

 

（２）遅刻委員   

1-4 番委員 橘  明子    

 

（３）欠席委員氏名 

７番委員 齋藤 泰彦         

 

（４）その他出席者 

 （議事に参与した者の職氏名） 

  農業委員会事務局長  山下 泰三 

  農業委員会事務局   村上 宏志   

   

３．提出議案内容 

議案第１号 農地法第 3 条の規定に基づく許可申請の承認について 

      申請番号 7-139 号 

議案第２号 非農地証明願の承認について 

      申請番号 7-140 

議案第３号 遊休農地の非農地判断について 



４．議事進行及び顛末 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

本日も大変お忙しい中出席していただきありがとうございます。只今から

第 20 回津和野町農業委員会総会を開催させていただきます。本日東日本

でも梅雨が明けたということでした。中国地方は過去最短の 6 月 27 日に

梅雨が明けました。1950 年位から統計を取っている中で一番短い梅雨で

あったということになります。これまで一番早かった梅雨明けが 1978 年

7 月 3 日であったそうです。今年は梅雨が明けてから猛暑が続いています。

今日はたまたま、雨が降っていますが、今後も暑い日が続くと予想されて

いますので、農作業中の休憩、適度な水分補給に努めていただきたいと思

います。それでは会長の挨拶をお願いいたします。 

あらためましてこんにちは。今日は涼しいですが、ここ 2，3 週間暑い日

が続いています。ライスセンターの中も朝から 35 度を超えており、その

中で作業をしていると頭がぼーっとしてきて大変だったこともありまし

た。どうも、熱中症は突然やってくるといいますか、それまでは普通に作

業していたのに急に症状が出てきますので無理はしないように、水分、塩

分補給と、ネッククーラーのような保冷剤などで体温調整に努めていただ

けたらと思います。あと、先週はうちの地区でも熊が出たと放送がありま

したが、極力一人では作業をしないようしていただけたらと思います。以

上です。 

総会成立宣言ですが、本日は、議席番号 7 番齋藤委員さんから欠席の報告

を受けています。また、推進委員の橘さんについては都合により遅れてこ

られると連絡を受けています。農業委員さんについては 11 名中 10 名が参

加されており、農業委員の過半数を超えています。従いまして、農業委員

会等に関する法律第 27 条 3 項の規定により本総会が成立していますこと

を報告いたします。それではこれ以降は会長の議事進行でお願いします。 

それでは、議事録署名者を指名します。５番有田委員さん、10 番田中委員

さんよろしくお願いします。 

 

議案第１号 農地法第 3 条の規定に基づく許可申請の承認について 

 

それでは、議案第１号「農地法第 3 条の規定に基づく許可申請の承認につ

いて」申請番号 7-139 号の審議に移ります。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議案第１号「農地法第 3 条の規定に基づく許可申請の承認につ

いて」申請番号 7-139 号の説明をいたします。 

・・・議案内容説明・・・ 

現地確認の報告についてですが、橘委員さんより、本日遅れて参加すると

いうことで事前に報告書の提出を受けていますので、そちらを読み上げて
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報告といたします。 

「令和 7 年 7 月 11 日午前 9：00 より、●●行政書士事務所の●●さん立

会のもと現地調査を行いました。申請書によると空き家バンクからの宅地

等の売買に伴う売買ということですが、本人同士の話し合いにより、畑で

家庭菜園等もしたいということで、耕作できるように整備をすることで現

状と変わらず周辺地域への影響は無いと思われます。圃場の状態は、年に

数回草刈りをしていたのか、亡父が農地の維持管理をしていたので、大草

にはなっておらず、土を起こせば畑としてすぐ活用できる状態でした。申

請の適否については適です。」以上、報告とします。 

ありがとうございました。それでは質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

無し 

それでは質疑を打ち切ります。申請番号 7-139 号について承認される方は

挙手をお願いします。 

全員挙手 

全員挙手です。議案第１号「農地法第 3 条の規定に基づく許可申請の承認

について」申請番号 7-139 号は原案通り承認されました。 

 

議案第２号「非農地証明願の承認について」 

 

議案第２号「非農地証明願の承認について」申請番号 7-140 号を議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

それでは、「非農地証明願の承認について」申請番号 7-140 号について説

明いたします。 

・・・議案内容説明・・・ 

今回の非農地証明願の申請の農地については、平成 30 年に農業委員会に

よる非農地判断により非農地通知書を発行しています。●●さんが亡くな

ったことから、相続人の●●さんから申請が出ましたので、再発行ではな

く、非農地判断を根拠として非農地証明を●●さんに対してするとしまし

たので、現地立会はこの度はお願いしていません。以上です。 

ありがとうございました。それでは、議案第２号について質疑を受け付け

ます。 

●●●●さんは●●●●さんの娘さんでしょうか。 

詳細についてはこちらも把握していませんが、相続をされたということは

お子さんである可能性が高いかと思われます。 

ほかに質疑がありますか。 

なし 
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質疑無ければ、議案第２号「非農地証明願の承認について」申請番号 7-140

号について承認される方は挙手をお願いします。 

全員挙手 

全員挙手です。議案第 2 号「非農地証明願の承認について」申請番号 7-140

号は承認されました。 

 

 議案第 3 号「遊休農地の非農地判断について」 

 

続いて、議案第３号「遊休農地の非農地判断について」を議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議案第３号「遊休農地の非農地判断について」について説明い

たします。 

・・・議案内容説明・・・ 

現地調査を担当地区委員の吉田農業委員と村上推進委員とで行っていま

す。担当地区委員でもある村上推進委員さんに現地確認の報告をお願いし

ます。 

７月１日に農業委員の吉田委員と事務局の村上さん、私の 3 人で 8 時より

現地を確認しました。私が学生時代に歩いて通った道が和田地区にあり、

昔は田があったことを思い出しましたが、今では木が立って山林化してい

る状況でした。B 分類における農地の現状を確認したところやはり、原野

や山林となっている場所ばかりでしたので報告いたします。 

何か質問がありますか。 

なし 

無ければ、議案第３号「遊休農地の非農地判断について」は承認といたし

ます。 

本日提案された議案は以上でございます。 

 


